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様式第３号

沖縄県土木建築部公告土施第5429号

一般競争入札方式（単体発注）に係る手続開始の公告

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、一般競争入札を次のと

おり実施する。

平成30年10月10日

沖縄県知事 玉城 康裕

１．業務の概要

(1) 業 務 名：沖縄県座間味港離島利便施設新築工事監理業務

(2) 建設場所：沖縄県座間味村座間味港地内

(3) 業務概要：以下の工事に係る監理業務

①沖縄県座間味港離島利便施設新築工事

(4) 履行期限：契約締結日の翌日から平成31年３月14日まで

(5) 本業務は価格競争方式で、入札手続き（入札書の提出から落札者の決定まで）を電子入札シス

テムで行う電子入札対象業務である。ただし、紙入札への移行を希望する場合は、速やかに４.(1)

の担当部局に事前連絡をした上で「沖縄県電子入札運用基準」に基づく所要の手続きを、電子入

札システムの入札締切日時までに経ること。

・電子入札システム利用者が紙入札へ移行する場合「紙入札方式移行申請書」（様式第４号）

・紙入札により電子入札案件へ参加する場合「紙入札方式参加申請書」（様式第３号）

【沖縄県土木建築部契約関係例規集】http://doboku.pref.okinawa.jp/bid/contract.html

(6) 資格審査方法は事後審査型（※入札参加資格の審査を開札後に行う）とする。

２．入札参加者に要求する資格

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当していないこと。

(2) 沖縄県土木建築部における平成29・30年度測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資

格者名簿に建築関係建設コンサルタントとして登録が有効であること。

(3) 入札参加資格審査申請書等の提出期限日から落札者決定の日までの期間において、沖縄県の工

事等契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止がなされていないこと。

(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に支配する建設業者又はこれに準じるものとして、沖縄県土

木建築部発注コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でない

こと。

(5) 参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、以下の

関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木

建築部競争入札心得第３第２項の規定に抵触するものではない。

ア 資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社または子会社の一方が更生会社又

は更生手続が存続中の会社である場合は除く。

(ｱ) 親会社と子会社の関係にある場合

(ｲ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

イ 人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし(ｱ)については、会社の一方が更生会社又

は更生手続が存続中の会社である場合は除く。
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(ｱ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

(ｲ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合

ウ その他競争の適正さが阻害されると認められる場合

その他上記(ｱ)又は(ｲ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合

(6) 会社更生法（平成15年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生

計画の認可がされていない者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始

の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者ではないこと。

(7) 沖縄県内に主たる営業所があること。

(8) 以下のア及びイ全ての項目に該当する１件以上の実績（以下「業務実績」という）を有してい

ること。

ア 平成20年４月１日以降、入札日までに契約履行が完了した業務実績

イ 以下を満たす施設に係る業務実績

建築物用途 平成21年国土交通省告示第15号別添２第一号第１類に掲げる施設

主たる構造 鉄骨造

延べ面積等 200㎡以上

業務内容 設計業務又は監理業務（ただし、改修工事に係る業務は含まない）

発注者 国、他の地方公共団体（※１）、その他の公共団体（※２）又は独立行

政法人等（※３）（以下、「公共団体等」という。）

※１ 他の地方公共団体は、地方自治法に規定する普通地方公共団体及び特別地方公共

団体をいう。

※２ その他の公共団体は、公共組合（健康保険組合、土地区画整理組合、土地改良区、

農業共済組合等）、営造物法人（公庫、公団、事業団）、地方三公社（土地開発公社

住宅供給公社、道路公団）をいう。

※３ 独立行政法人等は、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学

法人、地方共同法人をいう。

３．配置技術者に要求する要件等

(1) 管理技術者(※４)として一級建築士が配置できること。

(2) 建築の担当技術者を配置する。

担当技術者は、下表に掲げるいずれかの資格を有する者であること。

表

分担業務分野 資 格

建 築 一級建築士、二級建築士

(3) 管理技術者は、過去３ヶ月以上にわたり入札参加者と直接的な雇用関係があること。

(4) 管理技術者は平成20年4月１日以降に完了した1件以上の業務実績を有していること。

なお、「平成20年4月１日以降に完了した業務実績」とは２．(8)による。

(5) 建築の担当技術者は、入札参加者の組織に所属していること。

(6) 管理技術者及び担当技術者は、兼ねることができる。

注：※４ 「管理技術者」とは、「建築工事監理業務委託契約書」（平成27年２月）第９条の定

義による。

４．手続等

(1) 担当部局

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１－２－２

沖縄県土木建築部港湾課管理班

TEL 098－866－2395 FAX 098－866-2468



- 3 -

(2) 入札説明書、設計図書の交付期間、交付方法等

ア 交付期間 平成30年10月10日（水）から

イ 交付方法 沖縄県電子入札ポータルサイト内、入札情報システムからダウンロードして下さ

い。

【入札情報システム】https://www.ep-bis.supercals.jp/ebidPPIPublish/EjPPIj?KikanNO=4700000

(3) 入札の日時及び場所並びに入札書等の提出方法等

ア 入札日時等

(ｱ) 電子入札システムによる場合

入札書提出開始日時：平成30年10月25日（木）９時00分

入札書提出締切日時：平成30年10月25日（木）15時00分

(ｲ) 持参による場合

持参日時：平成30年10月26日（金） ９時00分

持参場所：沖縄県庁11階 第２入札室

(ｳ) 紙入札時の注意事項：工事内訳書は上記の「電子入札システムによる場合」の入札締切日

時までに、沖縄県土木建築部港湾課管理班へ提出すること。

(ｳ) 開札日時：平成30年10月26日（金） ９時15分

(4) 落札候補者の選定及び事後審査の実施

開札後、落札決定を保留し、事後審査を実施する。

(5) 審査に係る申請書等の提出

開札後、落札候補者及び発注機関が必要と認める者に対し、申請書等の提出を求める。提出期

限までに当該申請書等を提出しない者は、入札参加資格が無いものとする。

なお、当初申請書等の提出を求められた者以外の者について審査の必要が生じた場合、当該者

への申請書等の提出期限は別途通知する。

ア 通 知 日 平成30年10月26日（金）17:00まで（予定）

イ 提出期限 平成30年10月30日（火）17:00まで（予定）

ウ 提 出 先 上記(1)に同じ

エ 提出方法 原則、持参とする

オ そ の 他 入札説明書による。

(6) 入札参加資格の確認

入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、電子入

札システムにて通知する。なお、紙入札へ移行した者へは書面にて通知する。

(7) 落札者の決定方法

事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していると確認した場合は、当該落札候補者

を落札者とする。また、その結果は、全入札参加者に通知する。

５．その他の留意事項

(1) 本手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金

入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則第100条の定めるところにより、入札保証金を

納めなければならない。ただし、国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締

結した実績を有し、これらのうち過去２箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約実績がある

場合についてはこの限りではない。

(3) 契約保証金

契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条及び契約書の定めるところにより、契約保

証金を納めなければならない。ただし、国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共

団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去２箇年の間に

履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるお

それがない場合についてはこの限りではない。

(4) 積算内訳書の提出

本業務は、全ての入札参加者に対して第１回目の入札に際し、第１回の入札書に記載される入
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札金額に対応した積算内訳書の提出を求める。

(5) 関連情報の問い合わせ先

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１－２－２

沖縄県土木建築部港湾課管理班

TEL 098－866－2395 FAX 098－866-2468

(6) 詳細は、入札説明書及び沖縄県土木建築部競争入札心得による。

(7) 取抜け等

設定無し

(8) その他

ア 本業務は、沖縄県財務規則第 129 条に基づき、予定価格に次の割合を乗じて得た額の合計額

に、「０．９９５ 」から「１． ００５」の範囲内のランダム係数で乗じた価格を最低制限価

格として定める。

(ｱ) 建設コンサルタント業務（建築設計及び監理業務）の部分

ａ 直接人件費の額

ｂ 特別経費の額

ｃ 技術料等経費の額に10分の６を乗じて得た額

ｄ 諸経費の額に10分の６を乗じて得た額

イ 最低制限価格を下回る入札を行った者は、失格とする。

ウ 本業務の予定価格は落札者決定後公表するものとする。

※平成30年７月１日付けで、最低制限価格が改正され施行しました。詳しくは、以下ホームペー

ジをご参照下さい。

http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/doboku/gijiken/index.html


